
 

     三木市記者発表資料 （令和5年9月27日発表） 

担当部課名 担当長 担当係 電話番号 

健康福祉部 

健康増進課 

課長 後藤洋子 

（内線 715101） 
母子保健係 

0794-82-2000 

（内線 715101） 

 

タイトル 

妊婦健康診査費の助成券がより便利に 

～ 助成券の種類等を変更～ 

本件のポイント 

・助成券を 3 種類に減らし、1,000 円券の枚数を増加 

・助成券利用時の枚数制限を緩和し、利便性が向上 

・助成券を交付している方で希望者には、新たな助成券と交換可能 

説明文 

 安心して出産を迎えられるよう妊婦健康診査費の助成を行っていますが、助

成券の額面や利用方法を変更し、妊婦健診にかかった費用に応じて利用しやす

くなります。 

 

1 開 始 日   10月 1日以降の申請分から適用 

2 内  容 

変更前 変更後 

助成券の種類 枚数 利用方法 助成券の種類 枚数 利用方法 

10,000円券 2枚 健診 1回 

2枚まで 

利用可 

10,000円券 2枚 

枚数制限 

なし 

7,000円券 2枚 ― ― 

4,000円券 16枚 5,000円券 14枚 

1,000円券 7枚 

上記に追加

して 2枚ま

で利用可 
1,000円券 15枚 

多胎妊娠の場合 

5,000円券 
5枚 

健診 1回

に 1枚 

多胎妊娠の場合 

5,000円券 
5枚 

健診 1回

に 1枚 

助成上限額 105,000円と助成回数 14回（多胎妊娠の場合は 19回）に変更はあ

りません。 

3 手続方法 

  母子健康手帳交付時に併せて申請してください。 

  9 月末までに妊婦健康診査費助成券の交付を受けた方で、新しい助成券に交換

を希望される方は、お持ちの助成券の合計額に応じて交換します。 

 

 

 

 



 

4 ホームページ 

https://www.city.miki.lg.jp/site/kosodateouen/2669.html 

 （9月 28日公開） 

 

 
本案件は次の SDGs 目標に関連します。 

  

 


